
交通事故分析要綱の制定について 

平成３年12月24日 

例規（交総）第79号 

  

 最近改正 平成28年12月22日例規（交総）第133号    

この度、「交通事故分析要綱の制定について」（昭和41年３月18日例規（交総）第26号）の全部を

改正し、別記のとおり平成４年１月１日から実施することとしたので、効果的に運用されたい。  

別 記 

交通事故分析要綱 

第１ 総則 

１ 交通事故分析の目的 

交通事故分析は、交通事故を科学的かつ実証的に分析して、効果的な交通事故防止対策に資す

ることを目的とする。 

２ 交通事故分析の対象事故 

主として人身事故とする。 

第２ 交通事故分析の種別及び内容 

交通事故分析の種別及び内容は次のとおりとする。 

１ 統計的分析 

統計的分析は、特定の期間、地域等のすべて又は一部の範囲の交通事故群に対して統計的手法

により分析を行い、その全般的特徴を把握するものをいい、交通事故統計取扱要綱（平成 28年12

月22日例規（交総）第132号）第４の１に規定する交通事故統計データ等を活用して行う次の分析

をいう。 

(１) 当事者に関する分析 

当事者の種別（自動車、二輪車、自転車、歩行者等）、年齢層、法令違反、通行目的等と交

通事故との関係を分析し、把握することにより、交通指導取締り、交通安全教育等に反映させ

るために行うものをいう。 

(２) 道路に関する分析 

道路の形状（交差点、単路、踏切等）、線形（カーブ、勾配等）、幅員等と交通事故との関

係を分析し、把握することにより、道路改良、交通安全施設の整備等に反映させるために行う

ものをいう。 

(３) 車両に関する分析 

事故車両の車種、形状、自体防護装備等（シートベルト等）、車両の損壊程度、乗員の負傷

状態等と交通事故との関係を分析し、車両の特性を把握することにより、交通安全教育、車両

構造等の改良に反映させるために行うものをいう。 

(４) 組織に関する分析 

安全運転管理者又は運行管理者を選任している事業所等の組織における交通事故発生状況を

分析し、把握することにより、交通安全教育、交通安全指導等に反映させるために行うものを

いう。 

(５) その他の分析 

前記(１)から(４)までの分析を更に組み合わせて、多角的に分析し、各種の交通施策に反映

させるために行うものをいう。 

２ 事例的分析 

個々の交通事故に関して、その発生に関連する運転者の心理、道路環境、車両構造、救急、医

療等の各要因のすべてあるいは一部について詳細に調査し、交通事故の発生状況、発生原因及び

その対策について検討するために行う次の分析をいう。 

(１) 道路交通環境に関する分析 

交通事故図等の基礎資料及び統計的な路線別分析を基に、更に詳細な分析を必要とする区間

及び箇所を抽出し、対象地点の道路環境について検討を加え、必要に応じ道路改良、交通安全

施設の整備等の対策を立案するために行うものをいう。 

(２) 特定重大事故等に関する分析 



次の交通事故のうち、個別に分析する必要があると認める事故について、事故現場の実地調

査を行い、当該事故の実況見分及び事故関与者等の供述を基に、事故原因となった各種要因に

ついて、運転者心理、道路交通環境及び車両状況等の面から多角的に分析し、同種交通事故防

止のため交通安全教育、交通指導取締り、道路改良、交通安全施設の整備等の交通事故防止対

策を立案するために行うものをいう。 

ア 交通事故取扱規程（昭和30年訓令第26号）第３条第１号に規定する重大事故のうち、交通

安全対策が必要と認められる事故 

イ 前記ア以外の交通事故のうち、特に交通安全対策が必要と認められる事故 

(３) 総合的分析 

交通事故の発生に関係する運転者の心理、道路交通環境、車両、救急、医療等の各要因につ

いて、そのすべて又は一部について、専門的見地から詳細かつ総合的に分析し、関連する各種

基準の改正等新たな対策を含めた各種対策を立案するために行うものをいう。  

第３ 交通事故分析の体制 

１ 交通事故分析官 

(１) 交通総務課に交通事故分析官を置く。 

(２) 交通事故分析官は、交通安全調査室長及び調査担当課長補佐をもって充てる。  

(３) 交通事故分析官は、次の任務を行うものとする。 

ア 総合的交通事故防止対策に必要な資料を提供するための統計的分析及び事例的分析並びに

専門的・科学的分析方法の研究開発 

イ 必要により医学、心理学、交通工学、機械工学等の専門家の協力を得て行う総合的な見地

からの交通事故分析 

ウ 高速道路交通警察隊及び警察署（以下「警察署等」という。）が行う交通事故分析及び交

通事故防止対策についての指導及び援助 

２ 交通事故分析員 

(１) 交通総務課に交通事故分析員を置く。 

(２) 交通事故分析員は、交通安全調査室員（交通安全調査室長及び調査担当課長補佐を除く。）

をもって充てる。 

(３) 交通事故分析員は、交通事故分析官の指揮を受け、交通事故統計及び交通事故分析業務並

びに交通事故防止対策についての指導及び教養を行うものとする。 

３ 分析担当者 

(１) 警察署等に分析担当者を置く。 

(２) 分析担当者は、高速道路交通警察隊にあっては隊付を、警察署にあっては交通課長（地域

交通課長を含む。）をもって充てる。 

(３) 分析担当者は、警察署等における有効な交通事故防止対策を推進するため、統計的分析及

び事例的分析のうち、道路環境に関する分析及び特定重大事故等に関する分析を積極的に行う

とともに、分析に必要な資料の整備に当たるものとする。 

４ 分析補助者 

(１) 警察署等に分析補助者を置く。 

(２) 分析補助者は、所属長の指名する者をもって充てる。 

(３) 分析補助者は、分析資料を整備するため、分析担当者の指揮を受け、必要な事務処理に当

たるものとする。 

第４ 交通事故分析結果による道路改良等の効果測定 

交通事故分析結果に基づいて行った道路改良、交通安全施設の整備等による交通事故防止対策に

ついては、必ず当該対策の実施前と実施後との交通事故発生状況を比較し、当該対策による効果を

測定すること。この場合において、当該対策の実施前後の期間は原則として６か月とする。  

第５ 基礎資料の整備 

分析の基礎資料となる交通関係資料は、積極的に収集し、常に活用できるよう整備しておかなけ

ればならない。 

なお、交通事故図は、地図情報検索業務実施要領（平成14年４月５日例規（情）第32号）第５に

規定する属性情報検索により出力すること。 



第６ 報告 

分析担当者は、管内で発生した交通事故について、次の事項を交通安全調査室長に電話で報告す

ること。 

(１) 安全対策が必要と認められるときは、その事故の要旨 

(２) 交通事故取扱規程第14条の規定により即報した後に判明した事項  


